（令和４年11月14日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和４年11月14日（月）午後１時30分から午後２時00分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）

３番　冨田　順治  　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　　　　　　　　11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　　　　　　　13番　川口　茂明
14番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　15番　金谷　伸太郎
17番　南　昌男（会長職務代理者）
４　欠席委員（０名）

５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第７号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　議案第８号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の決定について
第３　報告第32号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について
第４　報告第33号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員
　  事務局長　猪俣　由紀子　　　　　　　　　　事務局長代理　津川　育大
　　職員　　　阪本　一彦　　　　　　　　　　　職員　　　田中　直樹
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
　議長（奥野会長）　みなさん、こんにちは。
定刻になりました。みなさんお揃いでございますので、農業委員会総会を始めさせていただきたいと思います。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第７号　農地法第３条第１項による許可について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　議案第７号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
件番１及び２は、関連した案件ですので一括してご説明いたします。
（議案第７号　件番１及び２朗読）

件番１及び２につきましては、10月20日に受付を行い、11月２日の農地調整委員会において現地調査及び譲受人に対する聴聞を実施し、審査を行いました。
場所は、一級河川たち川沿いの寝屋川公園の中の８筆でございます。
許可要件の判断基準については、まず、全部効率利用要件があり、これは、所有権等の権利を受ける者が、当該農地を許可後に耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
申請人の所有している本件の農地以外の農地は、すべて寝屋川市内にございますが、事前に事務局において耕作状況が問題ないことを確認しております。
次に、農作業常時従事要件について、これは所有権等の権利を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上と農地法で規定されていますが、大阪府が定める耕作日数は60日以上であり、農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認めています。件番１及び２とも譲受人は、年間100日程度農業に従事しており、耕作を一緒に行う世帯員は年間200日ほど耕作に従事している為、基準の150日を超えていると見なし、許可要件に達するということを確認しております。
次に、下限面積要件について、本市農業委員会が定める下限面積の2,000㎡を上回っていることから、許可の条件を満たしております。
件番１及び２の譲受人は、譲渡人の子にあたります。
本件は同一の農家世帯内での贈与になりますので、議案書の経営面積に今回の贈与される面積も含まれています。
従って、許可後の経営面積は件番１及び２ともに8,568㎡のままでございます。
通作距離については、自宅から徒歩３分程で、通作距離にも問題はございません。
地域との調和要件については、所有権等を受ける者が本件農地の許可後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
地域との調和要件については、所有権等を受ける者が本件農地の所有権移転等の許可後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
以上でご報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１及び３については農地調整委員長から報告をお願いします。
　農地調整委員長　　ただいま、事務局から説明があったとおり、11月２日に開催の農地調整委員会において現地調査及び譲受人に対する聴聞を行いました。
件番１から２については、現地写真を見ていただいたらわかるように、すでに田刈りが終わっておりましたので、耕作状況について問題ないと思います。
件番３については、現地写真を見ていただいたらわかるように、野菜や果樹の作付けがされており、贈与後もこのまま引き続き耕作をされるとのことですので、問題ないと思います。
　議長　　　　　　  ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、件番１から３について許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　　ご異議がないようですので、許可いたします。
次に議案第８号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の決定について、事務局説明をお願いします。
　事務局　　　　　　議案第８号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の決定について、ご説明申し上げます。
（議案第８号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は国道170号大阪外環状線沿いの寝屋川警察署の東側の国松地区の農地でございます。
本件につきましては、11月２日開催の農地調整委員会において、現地確認を実施しております。
本件農地は、本市産業振興室が行っている農地のマッチング事業により、農地所有者と、借受人が当該地を使用貸借するものでございます。
契約内容については、議案書のとおりとなっており、使用貸借の期間は３年間で水稲の作付けを行う予定です。
本件の「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」については、平成30年に法律が施行されたもので、生産緑地に限りますが農地法第３条による貸借の設定より簡単にできるものです。
農地法では、借りる方が耕作の権利を取得後、本市では2,000㎡に満たない場合には許可できないといった下限面積や貸借の法定更新の問題、いわゆる双方の合意に至らなければ、契約が自動更新されてしまうというもの、よく農家の方が思われる、農地を貸したら返ってこないというものが円滑化法ではありません。
貸借期間を、今回のように３年間と設定すれば、期間満了後には必ず農地が所有者に返ってきます。
この法律では、借りる方にはあまりメリットがないのですが、土地所有者側に多くのメリットがあり、この法律で貸し付けた農地については、自作しなくても相続税の納税猶予制度の適用が受けらます。また、土地所有者の方がよく心配される離作補償を基本的には伴いません。貸借を解約した際に半分農地を渡さないといけないといった離作補償というものはないというものです。
現況は画面のとおりでございます。
都市農地の貸借の円滑化法については、農地の借主が市長に事業計画を申請するもので、市長は本事業の認定あたり、農業委員会に農地の貸借について問題ないか諮問し、農業委員会では委員会総会に諮り、問題がなければ事業認定するということを市長に回答し、市長が事業計画の認定書を交付する運びとなります。
それでは、ご審議の程よろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１については農地調整委員長から報告をお願いします。
　農地調整委員長　　ただいま、事務局から説明があったとおり、11月２日に開催の農地調整委員会において現地調査を行いました。
申請地については、現地写真を見ていただいたらわかるように、すでに田刈りが終わっておりました。
借りられる方は、水稲の作付けを行うとのことですので、具体的には来年の作付けからということになります。
作りたいという希望ですので、問題ないと思います。
　議長　　　　　　　ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、件番１について議案書のとおり事業計画を決定してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　　ご異議がないようですので、決定し市長へ回答いたします。
次に報告第32号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第32号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第32号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は田井地区の市立第三中学校の南東側へ少し　　進んだところの農地でございます。
本件は10月20日に受付を行い、10月27日に地区担当委員に連絡の上、事務局で現地確認を行い、11月8日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件農地は、昭和27年の農地法が施行される前から住宅を建築しており、今日まで登記地目が変更されないままになっていたという申出がありました。本来であれば法施行前から現況がすでに農地以外になっているものは、農地法の許認可の手続きが不要でありますが、法務局への地目変更登記に際し、登記地目が田・畑については、農業委員会の転用済証明や非農地証明が必要となります。本件のように農地法施行前からすでに現況が農地以外になっていた場合には、一般的に非農地証明を発行いたしますが、証明書の発行には、農地調整委員会での開催において現地調査、航空写真や住宅地図の確認、支部長等の地元の農業関係者からの聞き取り等により、農地法の施行前から現況がすでに農地以外になっていたのかを確認し、非農地証明を発行することになることから、発行までの時間が長くかかります。
そういったことを届出人に説明した上で、農地法の転用届出をすることで、農業委員会の証明書である農地転用受理通知書の発行ができることも説明し、今回届出をされたものです。
　議長　　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第33号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第33号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第33号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は池田地区の枚方寝屋川消防組合本署より少し西側へ進んだところの農地でございます。
本件は、９月29日に受付を行い、地区担当委員に随行の上、10月11日に現地確認し、10月12日に会長専決により届出を受理したものです。
本件は、露天資材置場へと転用する予定です。
雨水排水については、南側の雨水桝に放流するとのことから、排水計画は問題ないものと思われます。
現況は画面のとおりでございます。
（報告第33号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は市立第九中学校から少し西側へ進んだところ高柳地区にございます農地です。
本件は10月４日に受付を行い、地区担当委員に連絡の上、10月11に現地確認し、10月18日に会長専決により届出を受理したものです。
本件は、有料老人ホームへと転用する予定です。建物の建築に際して、開発許可済であることから、排水計画等は問題ないものと思われます。
現況は画面のとおりでございます。
（報告第33号　件番３朗読）

件番３につきまして、場所は打上川治水緑地より南側の太秦住宅内のバス通りを少し南へ進んだところの農地でございます。
本件は、10月17日に受付し、10月21日に地区担当委員に随行の上、現地確認をし、10月27日に会長専決により届出を受理しました。
本件は、露天駐車場へと転用する計画です。本件の届出に際して、駐車場の計画図が提出されており、排水計画等は問題ないと思われます。
　　　　　　　　　　現況は画面のとおりでございます。
　　　　　　　　　　以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
今回、露天資材置場に転用されるとのことですが、進入路は人ひとりが通れる幅しかなく車両が進入できないため、すでに宅地になっている隣接地と併せて進入路及び露天資材置場として利用されるようです。
　　　　　　　　　将来的には、一戸建て住宅や共同住宅にされるのではないかと思います。

　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　ただいま、事務局から説明があったとおり、すでに開発許可済ですので問題ないと思います。
　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番３について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
本件農地の周辺は、昭和40年頃に鉄道会社により分譲住宅として一体開発されたところですが、農地として残っていたものです。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
事務局、連絡事項等ございますか。
　事務局長代理　　「新型コロナウイルス感染症における大阪府の警戒レベルの引き上げについて」説明。
　議長　　　　　　以上をもちまして、11月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時00分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和４年11月14日
寝屋川市農業委員会
会　　長　　奥　野　隆　雄
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
　
　
